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Ⅰ 情報公開制度の運用状況 

枚方寝屋川消防組合情報公開条例（以下「情報公開条例」という。）に基

づく公文書の公開請求が６件ありました。公開請求に対する処理状況は、全

部公開が１件、部分公開が３件、公文書不在が２件でした。 

 （別表１ 参照） 

Ⅱ 個人情報保護制度の運用状況 

 １ 個人情報開示等の請求 

枚方寝屋川個人情報保護条例（以下「個人情報保護条例」という。）に

基づく自己情報の開示請求は３件ありました。開示請求に対する処理状況

は、全部開示が２件、部分開示が１件でした。 

                          （別表２ 参照） 

 ２ 個人情報ファイル届出状況 

各実施機関が作成した個人情報ファイルは、平成 29 年３月 31 日現在

203 件あります。実施機関別の作成状況は、管理者 198 件、公平委員会１

件、監査委員１件及び議会３件です。 

※ 実施機関別届出状況      （平成 29 年３月 31 日現在） 

実施機関名 届出件数 実施機関名 届出件数 

管 

   

理 

 

者 

総 務 部 

警 防 部 

予 防 部 

枚方消防署 

枚方東消防署 

寝屋川消防署 

９７ 

２４  

４ 

２０ 

２５ 

２８ 

公 平 委 員 会 １ 

監 査 委 員 １ 

議 会 ３ 

小   計 １９８ 総 合 計 ２０３ 
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３ 個人情報の目的外利用 

個人情報保護条例第９条第１項第５号の規定による個人情報の目的外

利用をしたのは６件ですべて実施機関内での利用です。 

（別表３ 参照） 

《参考》個人情報保護条例第９条第１項第５号（抜粋） 

正当な行政執行又は市民の福祉の向上のため、特に必要があり、かつ、本

人又は本人以外の者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が

認めるとき。 

 

Ⅲ 情報公開・個人情報保護審査会 

 １ 審査会委員 

審査会は、５人の学識経験者の委員で構成され、情報公開条例第 14 条

第１項又は個人情報保護条例第 26 条第１項に規定する審査請求について

審査します。 

審査会委員名簿       

役 職 氏   名 職業・役職等 

会 長 松  本  哲  治 同志社大学法科大学院 教授 

副会長 片 桐 直 人 大阪大学大学院 准教授 

委 員 山 本 香 織 弁  護  士 

委 員 小 関 伸 吾 弁  護  士 

委 員 横 内  恵 大阪経済大学 経営学部 講師 

  ※委員の任期は、平成 30 年 10 月 14 日まで 
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２ 審査会の開催状況 

開催していません。 

 

Ⅳ 行政資料コーナーの運用状況 

行政資料コーナーでは、情報公開制度の総合的窓口として公開請求に当た

っての公文書目録（文書目録）を備え付け、公開請求の案内や受付を行うほ

か、行政関係資料の展示等を行っており、消防組合行政に関する様々な要望

に総合的に対応するため情報提供に努めています。 

行政関係資料は、予算書、決算書、統計書、議会会議録、消防年報など消

防組合行政に関する基本的な情報や行事啓発用パンフレットなど広報に関

する資料を展示しています。 



別表１　　情報公開の請求等

請求日 請求内容または請求公文書名 主管課 決定日 決定内容等 公開日等 公開方法 備　　　　考

H29.5.18 消防水利指定承諾書及び添付資料
枚方東消防署

警備課
H29.5.22 公文書不存在

H29.6.19 平成25年8月30日の消防救急デジタル無線整備に係る入札内容 総務管理課 H29.6.28 部分公開 H29.6.29 写しの交付

H29.8.10 寝屋川市内の防火対象物の立入検査結果、点検結果報告書
寝屋川消防署

予防課
H29.8.23 部分公開 H29.8.23 写しの交付

H29.8.31 看板設置に係る許可書等 総務管理課 H29.9.5 公文書不存在

H29.9.8 消防用水に係る文書 予防指導課 H29.9.22 部分公開 H29.9.22 写しの交付

H30.2.15 管内の液化石油ガス事業所のリスト 保安対策課 H30.2.28 全部公開 H30.3.7 写しの交付



別表２　　自己情報開示の請求内容等

請求日 請求内容または請求公文書名 主管課 決定日 決定内容等 開示日等 開示方法 備　　考

H29.8.25
平成28年11月30日に枚方市内で発生した救急事案に係る救急活
動記録書

救急課 H29.8.30 部分開示 H29.9.7 写しの交付

H29.10.4
平成28年11月28日に寝屋川市内で発生した救急事案に係る救急
活動記録書

救急課 H29.10.5 全部開示 H29.10.12 写しの交付

H29.10.12
平成28年2月20日に寝屋川市内で発生した救急事案に係る救急
活動記録書

救急課 H29.10.16 全部開示 H29.10.17 写しの交付



No
目的外利用を

した課
個人情報を保
管する課名

利用を認めた
個人情報ファ
イルの名称

利用を認めた個人情報の項目 利用目的
利用を
認めた
方法

利用を認めた期間

火災予防広報のため。 随時　

マスコミ等に対する災害情報提供のため。 H13.10. 5 承認

随時　

H13.10.12 承認

随時　

H15.12.9条件付承認
【条件】
複写の禁止
回覧の禁止
個人情報の外部（庁内含）への提供については関
係条例を遵守すること
文書（個人情報）管理の徹底
随時　
H15.12.9条件付承認
【条件】
複写の禁止
回覧の禁止
個人情報の外部（庁内含）への提供については関
係条例を遵守すること
文書（個人情報）管理の徹底

随時　

H15.12.9条件付承認
【条件】
複写の禁止
回覧の禁止
個人情報の外部（庁内含）への提供については関
係条例を遵守すること
文書（個人情報）管理の徹底

随時　
H15.12.9条件付承認
【条件】
複写の禁止
回覧の禁止
個人情報の外部（庁内含）への提供については関
係条例を遵守すること
文書（個人情報）管理の徹底

別表３　　目的外利用の状況

1 総務管理課 警防課 火災詳報

火災程度欄、出火場所欄、名称・火
元用途欄、建築面積等欄、所有者
欄、占有者欄、出火日時等欄、火元
の焼損程度欄、火元欄、類焼欄、死
者欄、負傷者欄、原因・概要欄、発
見者・通報者・初期消火者欄、り災
情報欄、死傷者欄

文  書

2 予防指導課 警防課 火災詳報

火災種別・火災程度・出火区分欄、
出火場所、名称・火元用途等欄、所
有者欄、占有者欄、占有者欄火元の
焼損程度、火元欄、類焼欄、死者
欄、負傷者欄

管内の建物火災の傾向を把握し、総合的に
研究・調査するための基礎資料として活用
し類似火災を未然防止する。

文  書

(1)予防課員が把握しきれなかった内容に
ついて情報を入手することにより、事業者
などに重複する聴取を避けるため。
(2)関係機関への情報提供、報告等につい
て組合として統一した見解を示すため。
(3)火災事故等の原因について把握し、今
後の類似事故の再発防止に対し活用するた
め。

文  書

3 予防指導課 警防課
火災詳報
（危険物に係
る火災のみ）

火災程度欄、出火場所欄、名称・火
元用途欄、建築面積等欄、所有者
欄、占有者欄、出火日時等欄、火元
の焼損程度欄、火元欄、類焼欄、死
者欄、負傷者欄、原因・概要欄、発
見者・通報者・初期消火者欄、り災
情報欄、死傷者欄

(1)予防課員が把握しきれなかった内容に
ついて情報を入手することにより、事業者
などに重複する聴取を避けるため。
(2)関係機関への情報提供、報告等につい
て組合として統一した見解を示すため。
(3)火災事故等の原因について把握し、今
後の類似事故の再発防止に対し活用するた
め。

警防課
火災詳報
（危険物に係
る火災のみ）

火災程度欄、出火場所欄、名称・火
元用途欄、建築面積等欄、所有者
欄、占有者欄、出火日時等欄、火元
の焼損程度欄、火元欄、類焼欄、死
者欄、負傷者欄、原因・概要欄、発
見者・通報者・初期消火者欄、り災
情報欄、死傷者欄

(1)予防課員が把握しきれなかった内容に
ついて情報を入手することにより、事業者
などに重複する聴取を避けるため。
(2)関係機関への情報提供、報告等につい
て組合として統一した見解を示すため。
(3)火災事故等の原因について把握し、今
後の類似事故の再発防止に対し活用するた
め。

文  書

4 枚方消防署
予防課

警防課
火災詳報
（危険物に係
る火災のみ）

火災程度欄、出火場所欄、名称・火
元用途欄、建築面積等欄、所有者
欄、占有者欄、出火日時等欄、火元
の焼損程度欄、火元欄、類焼欄、死
者欄、負傷者欄、原因・概要欄、発
見者・通報者・初期消火者欄、り災
情報欄、死傷者欄

文  書

6 寝屋川消防署
予防課

警防課
火災詳報
（危険物に係
る火災のみ）

火災程度欄、出火場所欄、名称・火
元用途欄、建築面積等欄、所有者
欄、占有者欄、出火日時等欄、火元
の焼損程度欄、火元欄、類焼欄、死
者欄、負傷者欄、原因・概要欄、発
見者・通報者・初期消火者欄、り災
情報欄、死傷者欄

(1)予防課員が把握しきれなかった内容に
ついて情報を入手することにより、事業者
などに重複する聴取を避けるため。
(2)関係機関への情報提供、報告等につい
て組合として統一した見解を示すため。
(3)火災事故等の原因について把握し、今
後の類似事故の再発防止に対し活用するた
め。

文  書

5 枚方東消防署
予防課


